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経営主のＴさんは昭和48年ころに就農し、

昭和53年からは高齢であった父親から、酪農

経営を継承して32年の経験を持っています。

結婚も同時期で、若くして経営権をもち、主

たる農業者として農業に携わってきました。

1． 年次別推移　

就農当初より酪農とてんさいによる複合経

営を行っていました。飼養頭数と作付け内容

は次表のとおりです。

昭和63年ごろから機械利用組合による農作

業の共同化が開始したことにより農作業負担

が軽減し、経営規模の拡大が促進されました。

しかし、平成５年からはじまった近隣農業者

の離農による利用組合の組合員の減少や、平

成４年からはじまったオホーツク海高気圧の

影響による牧草収穫時期の悪天候などによ

り、乾牧草主体であった経営は多大な影響を

受けました。また、同年の台風でも収穫に大

きな影響を受け、経営収支の悪化を招きまし

た。さらに、このオホーツク海高気圧の影響

は４年にも渡り続いたことから、全組合員は

乾牧草の収穫が困難との意識が強まり、平成
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８年に農協のコントラクター事業に加入しま

した。

平成８年からは、組織化されたコントラク

ターにより作業効率が向上し、これと同時期

に地域の離農がさらに進んだこともあり、結

果として耕作地面積が拡大して飼養頭数も増

加しました。

しかし、悪天候により経営状況が下降しだ

した平成４年以降は組合員の離脱が続き、必

然的に残った利用組合員の個人負担金が増加

しました。また、コントラクターの利用料も

負担金と重複して発生したことも、経営状況

を悪くした要因です。また、指導側としても

とくに個人の問題だけではないとの認識か

ら、重要視せずに具体的な対応を取らないま

ま時間が過ぎてしまったことも改善期間の長

期化へつながったさらなる要因でした。

経営者の経営管理や技術は、良質乳出荷、

受胎管理などもしっかり行い、飼料分析や土

壌分析なども積極的に実施し、飼料計算も常

に意識している状況であるほか、経費や家計

費の節減に努めていたこともあり、とくに問

題視する内容ではありませんでした。

しかし、この

ような中、平成

11年ごろから当

時の管理課融資

係であった私と

Tさんが経営に

ついて疑問を持

ちはじめ、経営

内容の見直しを

開始しました。

当初は本人も外部的要因が多いと考えてい

たものの、利用組合の負担部分が減少しても

一向に負債額が減少しないことから、酪農経

営はもうからないものと考えていました。し

かし、たまたま経営改善が短期間にできた近

隣の事例を話したところ、「わが家はどこが原

因なのか」と疑問を持ったことが経営改善の

始まりでした。

2． 指導のスタート

指導のスタートといっても、酪農について

は素人だった私には乳牛の様子をみてわかる

ことは少なく、現状の問題を聞いて、普及セ

ンターに相談し、ともに現場に行く事しかで

きませんでした。

最初に感じたことは牛に足の疾病が多いこ

と、とくにルーメンアシドーシスによって爪

の根元がピンク色になっている牛が多いこと

でした。このことに対処するため、飼料計算

を見直して飼養管理をしたが、全体の疾病頭

数はあまり減少している傾向にないことが数

ヵ月にわたる巡回指導によって分かってきま

した。



No.192

3

このほか、年末が近づき初妊牛の販売を行

う際に、販売担当者へＴさんの初妊牛の販売

金額がいくらぐらいになるか聞いたところ、

全体的に月齢のわりに牛体が小さく、高い値

段がつくことは無いとの回答から、なぜ牛体

が小さいのかという疑問が出てきました。こ

のため、改めて飼養管理の状況について牛の

月齢ごとに確認を行ったところ、Ｔさんは経

費をかけずに搾乳頭数をいかに維持していく

かが課題と考えていたことから、以下の問題

点が浮上してきました。

①　哺育期間が終了した２ヵ月齢～受精

時期（15ヵ月齢前後）まではスーパー

ハッチ（幅2.7m奥行き3.6m高さ２mの

飼養管理施設）で飼養されている。

要　因

育成舎を建設したかったが、恒上的な償還

ができない時期が長期にわたっていたことか

ら新たな施設投資に踏み出せなかった。

問題点

ア、 給水がバケツによってしていたため、

牛の飲める量が限られていた。

イ、 粗飼料についても十分に与えること

ができていないことから、初期段階で成

育が進まなかった。

ウ、 狭いスペースの中で運動量も少なく

受胎時期まで繋留されていたため、採食

量が十分ではないとともに、大きくなる

にしたがって排せつ物量も増え、施設内

の環境（湿気・臭気）も悪化した。

結　果

初期段階での成育の不良と、採食量の不足

と悪影響により牛体が十分発達せずに受胎し

ていた。このため異常分娩牛や、出生子牛も

比較的小さい牛が多かった。また母牛も分娩

後の食欲不振などによる疾病により治療期間

の長期化や出荷できない牛乳が多く出るなど

経営に大きなマイナスを生じていた。

②　乾乳牛と泌乳牛が混在していた。

要　因

飼養管理施設が十分ではなかったことと給

与飼料の管理ができていなかった。

問題点

ア、 乾乳牛が泌乳牛のエサを食べてしま

う。

イ、 搾乳の音により乾乳期に十分な休息

をとれないことから泌乳期へスムーズな

移行ができない。

結　果

乾乳期に太ってしまい難産となってしま

う。分娩後の子宮回復が遅れるため、治療を

必要とする牛が多い。飼料を盗まれた泌乳期

の牛についても、十分に必要な飼料が行き渡

らないことから能力を発揮できない牛が発生

するほか、最悪な場合、分娩後の疾病へつな

がっていた。

上記の要因と結果により経営内容が悪化し

たことを経営者と指導関係者双方で理解する

こととなりました。

3．経営改善への取り組み

実際に経営改善の効果が出た取り組みは平

成14年８月より開始されました。

現状の施設環境による改善は困難と判

断、適正な環境とスペースが必要でした。



No.192

4

経営収支が悪化している状況での施設投

資を決断するには思っていたより時間を要

しました。Ｔさんもこれほど経営が悪くな

る前までは、育成舎は必要と考えていまし

たが、このころはお金が無いという現実か

ら育成舎を建築することは考えられない状

況でした。そこで、育成舎が必要であるか

どうか、次の検討を行いました。

ア、 育成牛の環境が改善されると、どの

ように変化するのだろうか──

育成牛が健全に育てば、早期に受胎し

ても安産に結びつきやすい。そのため、

事故・疾病によるロスが無くなり、次の

受胎にもよい影響がでるのではないか。

また、体が大きくなるほど食べるように

なれば、牛が持っている能力が上がるの

ではないか。

イ、 乾乳牛の環境を改善するとどうなる

のか──

乾乳牛を搾乳牛舎から出すことで、泌

乳牛に十分な飼料が行き渡る。乾乳牛も

余分な濃厚飼料を食べなくなるため、過肥の

心配をせず、十分な粗飼料を与えられ、

分娩が楽になる。よって、次の受胎も早

く生産性も上がり、余分な診療医薬品費

や購入飼料費などの経費節減が図れる。

ウ、 アとイによって環境が改善したら生

産額はどのように変わるか──

現状では毎日３頭分相当の牛乳を捨て

ている状況である。泌乳前期の牛が多い

ため１頭当たり30kg以上の牛乳を捨て

ていることになり、３頭分の合計で約

100kgとなる。金額で計算すると毎日

7500円も捨てていることとなる。年間に

すると273万7000円となり、この７割で

も回収できれば200万円程度所得として

伸ばすことができる。また、１頭当たり

年間生産量を200kg伸ばすことにより、

38頭換算で7.6 tとなり57万円の増加とな

る。

これに付随し、個体の事故率減少と雄

子牛・初妊牛の生育促進による個体販売

高の増加や共済による廃用淘汰
と う た

ではな

く、経産肉牛として売却することにより

さらに売上げは向上する。必要経費は以

前より減少するため農業所得は300万円

以上向上することが見込めるのでは、と

いう想定結果となりました。

以上の話し合いに後押しをしてくれたのが

北海道酪農畜産協会による巡回時の言葉でし

た。「いま、何が必要で何をしなければなら

ないか優先順位をつけ考えることが必要で

す。それが育成牛と乾乳牛の管理場所の改善

であればそれはやるべき」この激励を受け本

人も決意し着々と準備に取り掛かりました。

（写真２）搾乳牛の状態も良好に
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次に、全体の施設環境を考えた育成舎と

乾乳牛の管理場所を検討しました。

現在の施設配置と風向き、牛の移動を検

討した結果、飼料庫として活用していたＤ

Ｈ型ハウスを改良することとしました。

このため別に飼料庫（乾牧草・麦ワラの

収容）を建築することになりました。その

場所は今後も他の牛舎の邪魔にならないと

ころで、側面の鉄板もつけず、当面、育成

舎と乾乳牛舎は兼用で使用することにより

建設費の削減を行いました。

以上を整理したところ育成舎への改造工

事で180万円、飼料庫で270万円、合計450

万円が必要となり、ここでの最大の問題は

資金の調達方法でした。毎年の借入金も償

還できない状況であったことから、借金す

ることは考えられず自ら工面するしかない

状況でした。このため、以前より契約して

いた共済を解約して資金を調達するしか選

択肢が無かったのは事実ですが、そう考え

てしまうのはあまりにも寂しすぎるため、

どうせ経営が赤字になって解約しなければ

ならないのなら、その前に経営改善のため

に使ってしまおうと考えました。納得して

解約し、生きたお金になった方がいい、と

いう前向きに考えることになりました。そ

う決断してからは運気も良くなったのか、

道路用地の買収や排水路の改善による買収

により100万円近い臨時収入があるなどの

偶然も、より前向きに行動できる材料とな

りました。

施設整備後の取り組み計画。

育成牛

粗飼料は良いものを十分に与える。ウォー

ターカップの衛生環境を保ち、たくさん水を

飲んでたくさん食べてもらう。

乾乳牛

ゆっくり休ませるために床は清潔な状態を

維持する。粗飼料も良いものを十分与える。

搾乳牛

粗飼料をできるだけ食べさせることに専念

する。いろいろな単味飼料・混合飼料・サプ

リメントはできるだけ排除してシンプルに、

１度に与える濃厚飼料は最高でも３kg、１日

に与える量も、この当時最高の12 kgから２

kg削減し10 kgとする。また、十分な水を飲

めるようにウォーターカップを清潔に保つ。

4．指導の成果

育成牛

同じような大きさの牛が５頭以上並んだこ

とで、お互いが競り合って食べるようになり、

みるみる成長し、その生育振りに感心させら

れるようになりました。また、発情を含めた

繁殖内容も順調にいき、初産牛であっても、

これまで養ってきた経産牛を横に並べても小（写真１）DH型ハウスを改良して育成牛と乾乳牛を飼養
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さく感じられなくなりました。

乾乳牛

乾乳が順調に行え、ゆったりとした環境の

中で粗飼料を食べられる環境となり、胃の状

態も常に粗飼料があたっているため胃袋の張

りがよく、後ろから眺めると四角形の立派な

背中となりました。

搾乳牛

改善当初から、乾乳牛のように体型が変化

し、毛のつやも良く感じられ背中にほこりも

つかない状況が出てきました。とくに改善か

ら３ヵ月ほど経

過した分娩後の

牛は安産が多

く、経産牛につ

いても今までに

ない泌乳量にな

りました。また、

初産分娩につい

ても同様の結果

となりました。

Tさんは改善前、いつ酪農をやめなければ

いけない状況になるのかと考えていたが、現在

ではいま何をすべきかを考え経営しています。

今後の改善策は、搾乳舎とつながり、後50年

以上年数が経過している哺育舎と分娩舎の改

築です。実施により搾乳牛舎の換気と明るさ

の改善を目指します。さらに、搾りにくい牛

の淘汰や体細胞数が多い牛の入れ替えなどを

予定、同じ収容スペースでいかに所得を上げ

られるかに挑戦しています。改善を始め約３年

が経過する中、残り8年で負債を完済する目標

をたて努力している姿をみて、50歳を過ぎて

も気持ちがさめなければここまでできるという

力をみせていただきました。私も今後、実体験

した参考事例として、他の負債対策農家へこ

の改善状況を伝えていきたいと考えています。

○検定成績からみた結果

○収支状況からみた結果 （単位：千円）

※ 生乳代金には補給金を含んでいます。共済掛金には小麦分も含んでいます。また、農業所得には減
価償却費は含んでいません。

（写真３）哺育舎と分娩畜舎は今後改築する
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前回は酪農に従事する女性を対象にした調

査結果を基に、女性の置かれている状況につ

いて述べました。今回はその調査の実施主体

でもある農協の取り組みについて紹介しま

す。調査を実施するに当たり、農協がどのよ

うな体制で取り組み、その結果を踏まえて農

協が新たに踏み出したことは何だったのかに

ついて述べたいと思います。

「枚数が多すぎて書く気がおこらない」と

感じさせた調査項目ですが、これは私一人が

考えたものではありません。農協の若い女性

職員２人（管理課と営農課から１人ずつ）も

加わり、あれも聞きたいこれも聞いてみたい

と農協側と私たち研究者側で何度も話し合い

がもたれました。

農協青年部のメンバーたちと日常的に接し

ている女性職員は「嫁姑問題」を切実に受け

止めていて、なんとかしたいと思っているよ

うでした。調査項目を検討していく段階での

女性職員の意見はとても参考になりました。

酪農家の女性が抱える悩みや不満を調査を通

して明らかにし、解決に結びつけたいという

女性職員のエネルギーが大きな力になったこ

とは確かです。

今回の調査では、調査票をそれぞれ個人あ

てに郵送するという方法にしました。１戸の

酪農家に経営主の妻、母、後継者の妻と３人

いる場合も、まとめて封筒に入れず、３通

別々に郵送したのです。一般的に農協が実施

する調査は、組合員世帯に送付し、必要事項

を世帯主である組合員が記入し回収すること

が多いようです。また農協から来た郵便物は

あて名が誰であっても世帯主が開封してしま

う家庭もあると聞きました。そこで、１通ず

つ別々に郵送することによって、女性個人の

意見を聞きたいのだという姿勢を示したので

す。



調査票を郵送して10日後、今度は調査協力

をお願いするはがきを出し、念には念を入れ

ました。家庭内がうまくいっている農家では

「一緒に郵送してくれても良かったのに」とい

う声も聞かれました。はがきが届くとしつこ

いなあと思った人もいたかも知れません。で

も、「認知症が進んで、ウチのばあちゃん回答

できないけどどうしたらいい？」と農協に電

話をかけてくれる女性もいました。80％を超

える回収率が得られたのは、農協のこのよう

なち密な努力があったからだと思うのです。

調査の協力を訴える一方で、農協はこの調

査の目的や実施について関連する組織に事前

に知らせていきました。組合長は2002年１月

の各集落で開かれた新年会のあいさつで女性

対象の調査について必ず話しをしました。２

月の農協運営委員会で事業計画の議案に盛り

込み、４～５月に行われた農協青年部、農協

女性部、ヘルパー利用組合、乳牛検定組合の

各総会の場でも調査の協力を求めたのでし

た。

さらに、農業改良普及センターや農業共済

組合など関係機関に対しても機会あるたびに

説明していきました。調査を実施した2002年

６月には町内の酪農関係者でこの調査のこと

を知らない人は一人もいないという状況だっ

たのです。こうした農協の事前の宣伝と細や

かな協力依頼が結果として回収率を高めるこ

とにつながったと思います。

６月に調査を実施し、９月には女性対象の

報告会を２回、そこで出された意見なども含

めて農協の役員、職員を対象に１回、各地区

の酪農振興会会長を対象に1回、中間報告会

を開きました。さらに、10月から11月にかけ

て女性を対象に地区別懇談会を12回開催し、

直接調査結果を伝え、女性の意見を聞く機会

を設けたのでした。

報告会や懇談会を計画し、開催するのは簡

単なことではありません。担当者は調査票を

作成する段階からかかわっていた女性職員の

２人です。他の行事とぶつからないように日

程を調整したり、当日は会場の設営やお茶の

準備など大変だったと思います。ここまでは

どこの農協でも仕事として当然のことかも知

れません。

私が浜中町農協はえらい、と感心してしま

うのは次の理由です。これらの会議の内容を

きちんと印刷物にまとめて、全組合員に配布

していることです。報告会を開いたら開きっ

ぱなし、ではないのです。どの地区はいつ開催

し、農協側の出席者は誰で参加人数が何人で

あったのか、その日の様子は「予想していた

よりも多くの意見を出してもらえた」などの記

録を残しているのです。発言要旨もジャンル

ごとに整理してまとめてあり、どの地区でど

のような意見が出されたのか、他の地区の人

No.192

8



No.192

9

や当日欠席した人にも分かるようにしました。

少数意見であっても出された意見は受け止

める、厳しい意見であっても隠さない、そし

て情報として知らせ、共通認識をもつ、当た

り前のことなのですが、とても難しいことで

もあります。こうした農協のオープンな姿勢

は、今回の調査に関してだけのことではあり

ません。浜中町農協が取り組んでいるさらに

先駆的ともいえる話は次回に紹介します。

報告会や懇談会では農協職員に対しても厳

しい注文が出されました。例えば、農協職員

が電話をしてくる時、自分の名前を名乗らな

い人がいる、夫が不在と分かると用件を言わ

ないで切ってしまう、「母さん」と呼ばれる

のは不愉快、といった日常生活上の不満が出

てきました。前回も述べましたが、単なる労

働力ではなく正当に自分のやっていることを

評価してほしい、という女性の気持ちは、家

族内だけでなく農協に対しても向けられてい

るのでした。

調査に当たり「今まで似たようなアンケー

トに答えてきたが、それで私たちの生活が変

わったとは思えない」と無気力な感想をもっ

ていた女性も、報告会や懇談会を通して「発

言しても無駄」から「発言したら改善される

かも」という期待に変わっていったのです。

些細
ささ い

なことですが、「農協事務所の１階トイ

レが男女兼用で鍵がかからず不愉快な思いを

した」との発言に対して、すぐに鍵を取り付

けるなど、すぐにできることはすぐに改善し、

すぐにできないことはどうしてできないか、

１つずつ農協側は説明していったのです。

地区別懇談会を通して農協側が実感したの

は、農協の運営方針などが必ずしも女性に伝

わっていないということでした。農協の会議

などに出席した男性が家族内で話題にするこ

とがなければ、女性は知らないまま仕事をす

ることになるのです。女性にも農協の運営方

針を理解してもらい、また女性の意見を農協

運営に反映させるにはどうしたらいいのか、

浜中町農協は考えました。

農協理事に女性枠をつくるとか、女性の正

組合員化を、農村女性の地位向上の指標とし

てとらえる人が多いのですが、浜中町の女性

たちがそれらを強く望んではいないことが調

査結果からも分かっていました。考えたのは

地区から選出される３人前後の運営委員のう

ち１人を女性にするというものでした。それ

まで地区から選出される運営委員は男性ばか

りで、女性は農協女性部の代表のみだったの

でした。

全国的傾向でもありますが、浜中町農協の



女性部でもその活動は低迷しています。同じ

町内で同じ酪農の仕事をしていても交流がな

く、連帯意識も弱くなってきていました。農

協の店舗で買い物をしている女性と出会って

も、たぶん酪農家だと思うけどどこの誰だか

分からないからあいさつもしない、という状

況でした。そこで、地区ごとの枠を超えて交

流でき、なおかつ女性たちの骨休めと明日か

らの活力を得る企画として、農協はニュージ

ーランド視察研修を提案しました。

2002年調査の実施に当たって、組合長がく

まなく説明して回ったのと同様、2004年には、

組合長をはじめ農協の幹部たちがニュージー

ランド視察研修の意義を男性たちに対して呼

びかけました。その結果、40歳代を中心とす

る女性たち27人が参加し、2004年秋に７日間

の視察研修を行ったのです。長年農作業、家

事、育児、親の介護と苦労をかけた妻をねぎ

らい、快く送り出した夫も現れました。好評

だった視察研修の話を聞いて、参加希望の女

性も増え、今年も継続してニュージーランド

視察研修は実施される予定です。

以上述べたように、農協のとった姿勢で評

価すべき点は、女性の意見に耳を傾け、指摘

された点はきちんと受け止め、できることに

ついては足を踏み出したことです。

浜中町農協は、1982年からタカナシ乳業との

契約を開始し、生乳はハーゲンダッツのアイ

スクリーム原料として使われています。1981年

に設置した酪農技術センターが乳質向上の中

枢的役割を担っています。2003年には生乳では

全国初のトレーサビリティ・システムを稼動

させた農協でもあります。良質の生乳生産を

進めていくために数々の先駆的ともいうべき

取り組みを行ってきました。しかし、それだ

けではありません。次回は女性の意見を聞く

姿勢と根底ではつながっていると思われる取

り組みについて、紹介したいと思います。
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ニュージーランド視察研修に参加した女性たち
（写真提供：浜中町酪農家　岩田容子さん）

ニュージーランドの放牧地で牧場主から話を聞く女性たち
（写真提供：浜中町酪農家　岩田容子さん）
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米国におけるBSE発生の影響や、担い手の

高齢化が進み繁殖農家の廃業により子牛生産

が減少している状況もあり、肥育モト牛の需

給逼迫
ひっぱく

感から子牛価格の高騰は宮城県に限ら

ず全国の肉用牛飼養農家に影響を及ぼしてい

ます。肥育経営はもちろんのこと、繁殖経営

においても後継牛の導入にかかる資金を捻出
ねんしゅつ

することは容易ではありません。また、高齢

化の進展などにより平成17年２月１日現在の

宮城県における肉用牛経営の飼養戸数は6530

戸、飼養頭数では９万6100頭と10年前に比べ

戸数では５割、頭数では２割程度の減少がみ

られ、各経営の大規模化および専業化の進展

に伴い、稲ワラ収集や資金繰りなどの問題も

深刻になりつつあります。

このような状況下において、新たな試みに

チャレンジし続け、省力化と低コスト化に取り

組みながら肉用牛繁殖経営を営んでいる小山

静雄さん、京子さん夫婦の経営を紹介します。

小山さんの住む加美町は仙台市の北西部に

位置し、平成15年に３町が合併した県内で２

番目の面積を誇る町です。奥羽山脈を背に山

林が町の74％を占め、そこに源を発する鳴瀬

川、田川などが貫流しています。山脈の切れ

目に位置するため、冬は県内有数の豪雪地帯

でもあります。また、加美富士と呼ばれる緑

豊かな薬莱山
やくらいさん

もそびえています。

中山間地の農地は耕作放棄などにより荒廃

が拡大する今日、肉用牛等を未利用地に放牧

する試みはここ数年日本各地でみられます。そ

のような中で、平成６年までは酪農を営んで

（写真１）薬莱山と小山夫婦
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いましたが、牛乳の生産調整などに伴う収益

性の低下を機に、経産牛23頭の酪農経営から、

既存畜舎などの施設および草地の有効活用に

よる肉用牛繁殖経営に転換しました。乳用牛

の淘汰
とうた

事業もあり、飼

養牛と入れ替える形

で、最初は黒毛和種12

頭からの出発でした

が、現在は自家保留と

導入を重ねた結果、母

牛43頭まで拡大してお

り、最終的には55頭ま

で増頭することを目指

しています。

小山さんは専業農

家で家族構成は表１

のとおりですが、長女が県外で働いているた

め７人で暮らしています。作業は繁殖部門と

稲作部門を主に静雄さんと京子さんが担って

おり、野菜づくりは父母が担っています。一

方、京子さんとお母さんは農産加工も行って

おり、経営の柱として欠かすことのできない

部門になっています。

飼養規模と経営内の土地はそれぞれ表

２、表３の通りですが、近年は母牛40頭台

の規模で推移しており、広大な粗飼料生産

基盤によって粗飼料TDN自給率90％以上

と非常に高く、自給飼料主体の経営となっ

ています。

しかし、肉用牛繁殖部門を柱とした経営が

ここまで安定した収益を上げるまでにかかっ

た苦労は計り知れません。静雄さんの性格は

親しみやすく人柄も良く、研修生や見学者を

暖かく迎え入れ、後継者育成や技術の普及に

も力を入れています。静雄さんは自分の経営

の成功はもちろんのこと、地域の経営技術の

底上げにも多大なる貢献をしています。

（表１）家族構成 

（表３）土地の所有と利用状況 単位：ａ 

（表２）飼養規模の推移 単位：頭 
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酪農経営時代からの継承と水田転作などの

借地により、自己採草地や放牧地、共同草地

を合わせると11haを超え、母牛１頭当たり

約28aの粗飼料生産基盤を確保しています。

これらを活用することにより、自給率の向上

を図り、粗飼料TDN自給率90％以上と非常

に高い自給率となっています。ちなみに、購

入粗飼料は子牛用のヘイキューブとたい肥交

換による稲ワラのみで、大雪で牛を放牧に出

せない時を除けば、必要な粗飼料は自給で賄

えるほどです。また、転作田の共同利用では、

互いの労働時間を短縮し、作業機械の稼動率

を向上させ、牧草の適期収穫とコスト低減を

図りながら地域の転作田の有効活用のため牧

草を栽培していますが、稲ワラはたい肥と交

換（150a）しており、併せて散布まで請け負

っています。

放牧地では電気牧柵を活用した期間放牧を

行っています。実際に放牧する期間は５月か

ら12月上旬くらいまでで、母牛を放牧してい

ます。これは平成16年からの試みですが、繁

殖障害が減り受胎率の向上がみられるだけで

はなく、飼料費の低減やふん尿処理をはじめ

とした労働時間の短縮につながっています。

また、放牧によって牛のストレス軽減にも役

立っているようです。

また、血統もさることながら放牧によって

強健性に富み、母牛は他の経営の母牛より一

回り大きく、「放牧を始める前より全体的に

大きくなった」と言っていたのが印象的でし

た。

今後の増頭に対応するため夏山冬里方式も

導入しようと考えていますが、そのために、

自己所有の山林や地域の荒廃農地の有効活用

を通して、増頭に伴う粗飼料の確保も計画し

ています。

これらの取り組みは周囲から高い評価を受

けており、東京、栃木、福島、岩手などから

多くの生産者が視察研修に訪れており、宮城

県でも推進している水田放牧のPRにも先駆

者の１人として協力しています。

子牛の良好な発育と強健性の向上はどこの

（写真２）放牧している牛たちを見る静雄さん

（表４）施設等の所有状況 
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経営においても重要です。種雄牛は増体系の

交配により、出生時に体重のある子牛を生産

するようにしています。「出生時の体重が大

きい方が子牛の体力も充実していて事故も少

ないから」だそうです。

また、事故率の低減を図るために昨年から

超早期母子分離を行っています。当初は、生

後１週間で、母牛から離してミルクに切り替

えるようにしていましたが、試行錯誤の結果、

分娩後すぐに人工初乳を与えることにしまし

た。放牧効果による繁殖能力の向上もありま

すが、この取り組みにより母牛の哺乳ストレ

スの軽減で発情回帰が早まり、空胎期間の短

縮にもつながっています。また、母子を同居

させる必要がなく、単房を多数確保しなくて

もよいため、牛舎のスペースを有効活用しつ

つ母牛を群飼いすることで発情観察も容易に

なります。

今まで自力分娩だったのが増体系の産子が

多いと分娩介助が必要となるため、生まれる

まで家を離れられないようになりましたが、

｢ロープを持って待っているのも楽しみ｣と京

子さんは言っています。また、｢宮城の種雄

牛にも、肉質のみならず増体が期待できる若

い種雄牛が出てきたから楽しみ｣とのことで

した。

今後の目標として、増体だけではなく、繁

殖雌牛の連産性や子牛の能力のバランスを考

えた繁殖雌牛群を整備したいと言っていまし

た。また、今後の母牛の増頭に伴い子牛の生

産数も増えることが予想されますが、その対

策として哺乳ロボットを導入し飼養管理を省

力化することも考えています。

近隣に観光地の薬莱山があり、自宅の近く

を観光客が往来し、また、自宅東側に保育所

が隣接しているため、観光客や園児が牛を見

学に来ることが多々あります。

周囲の人たちに畜産の良い印象をアピール

するために清掃、消毒はもちろんのこと畜舎

周りや畑に草花を植えるなどして、環境美化

にも努めています。整備された放牧地で牛が

草を喰
は

んでいる姿も景観保全の一翼を担って

いるといえるでしょう。

また、父母が栽培した野菜や自宅にある加

工場で生産した漬物は、加美町が薬莱山に設

置している地場産品を販売する土産センター

に出荷しており、畜産だけにとどまらない農

業全般を広く宣伝したいとの思いが積極的な

活動へとつながっています。

（写真３）放牧地で草を喰（は）む母牛
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京子さんは情報の収集・提供を積極的に行

い今後の経営へ生かすために和牛改良組合、

和牛婦人部活動に積極的に参加しています。

さらに、全国から牛飼いの母ちゃんたちが集

い情報交換を行う「モーモー母ちゃんのつど

い」にも参加し、平成13年に行われた｢第２

回モーモー母ちゃんのつどい in みやぎ｣では

京子さんが実行委員長を務めました。また、

平成18年２月に青森で行われる｢つどい｣も楽

しみにしており、活動の範囲は県内にとどま

りません。情報交流を目的として手書きの通

信紙「やまざくら」を毎月発行し、県内外の

生産者仲間や自家産子牛の購買者にも送付し

て今後の販売のためのPRをしています。そ

して、購買者へ配布する際には、子牛の発育

成績や肥育成績の報告書も同封し情報の提供

と収集に努め繁殖牛の改良などに活用してい

ます。

現在は長男が小学生のため、後継者となる

かは判断できない状況ですが、小さいころか

ら牛に慣れ親しんでもらえるように牛舎や草

地などに連れて行っています。また、三女は

農業実践大学校に在学しながら、農作業など

を手伝っているそうです。酪農経営をしてい

たころは、東京の大学から毎年２・３人実習

に来ていましたが、現在は農業実践大学校か

ら実習生を受け入れており、引き続き将来の

担い手となる人材を育成したいとも考えてい

ます。

これは、日本の農畜産業のみならず全産業

にわたる課題ですが、高齢化社会の到来によ

ってどの部門においても労働力不足を補うた

めにさらなる省力化、効率化が求められてい

ます。

そのような状況下で畜産業は輸入粗飼料、

濃厚飼料への依存からの脱却が国策でうたわ

れていますが、小山さんは土地利用型畜産を

見直し積極的に放牧を経営に取り入れていま

す。

将来的には日本人のし好が変わり霜降肉一

辺倒では通用しない可能性がある中で、低コ

ストかつ省力化しながらも生産効率を向上さ

せられる放牧を取り入れ、畜産業の原点に立

ち返った時、「なぜ、こんなに良いことをみ

なさんはしないのだろう？」と静雄さんが言

っていたのが印象的でした。いつの世も先駆

者は理解されづらいと思いますが、田畑が耕

されず荒廃が進む中で、人にできないことを

牛に託す考えを今後も広めていくことを大い

に期待したいと思います。



沖縄県の最西端にある与那国島の肉用牛繁殖経営農家であるＡさんは、自動式の手づくりス

クレーパーで、毎日の牛舎の除ふん作業を楽々と行っています。牛舎は、奥行35m×間口５m

で、横長の構造になっており、この横長な牛舎で、除ふん作業を約５分という短い時間で行っ

ています。

Ａさんは母牛14頭の小規模経営なの

で、除ふん作業に使う一般的な機械は持

ち合わせておらず、以前は手作業で行っ

ていたそうです。小規模とはいえ毎日の

作業は、決して楽ではなかったそうで

す。

そこで、考案されたのが今回紹介する

自動式の手づくりスクレーパーです。

牛舎を真上から見た構造を図１に示しました。

スクレーパーの部分にはH型鉄骨（H鋼）を使用

しており、モーター（200V）の動力を利用してロ

ープがスクレーパーを引っ張る方式です（写真

１）。

ホイールが２個セットしてあり、モーターと連

動して片方のホイールからロープが引っ張られて

出ていくと、もう一方のホイールにロープが巻き

戻されるという仕組みになっています（写真２）。
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小山　裕美子

（写真１）ふんかき出し中

図１　牛舎を真上から見た図
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また、ロープが掛かる部分に滑車を利用することによって、スムーズな運転が可能となって

います（写真３）。

牛舎の端に落下式のたい肥舎が整備されており、かき出されたふん尿はそのままたい肥舎に

落ちていきます（写真４）。

最後にスクレーパーを元の位置まで戻して終了です。その際ももちろん電動です。

注意点は一つだけで、それは最初にスクレーパーの外側に出て

いるふんをスコップで内側に入れる作業が必要だということです

（写真５）。というのも、最後にスクレーパーを元の位置に戻す時

に、かき出されずに残っていたふんが一緒に引きずられてしまう

からです。１往復する間にふんは行きと帰りで２回かき出される

ため、さらにきれいにな

ったといえます（写真

６）。

ちなみに、これらの一

連の作業に要する時間は約５分です。

なお当該装置には、全部リサイクル品を使用して

いるため、費用はほとんど掛かっていないようです。

（写真５）唯一の手作業

（写真６）除ふん完了

（写真２）モーターとホイール （写真４）ふんはそのまま落ちる！（写真３）滑車で動きもスムーズに


